








以下のような発言は法令違反です。十分に注意しましょう。

4 販 売 時 の 禁 止 事 項 と N G ワ ード
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今日だけの
特別価格なので
今日買わないと

損をします。
メーカーからも

補助金が
出ます。

メンテナンス
フリーです。

特別価格販売
なので、

クーリング・オフ
対象外です。

申込書は後で
郵送します。

今、お支払いの
光熱費でローンは

払えます。

必ずXXXXkWh
発電しますよ。

クーリング・オフ
には違約金が
発生します。

契約書は
一週間後に
交付します。
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今日返事を
頂くまで

帰りません。
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販売活動を行う際に遵守すべき法規としては、例えば以下のものがあります。

関連法規

改正消費者契約法

特定商取引法

景品表示法

金融商品取引法

割賦販売法

個人情報の保護に

関する法律

内容

あらゆる消費者契約が対象で、不適切な勧誘で誤認、困惑して契約した場合の取り消し

が可能。消費者に一方的に不当・不利益な契約条項を無効にできる。

訪問販売や通信販売等消費者トラブルが起き易い特定の商取引が対象で、不適正な

勧誘行為の禁止、クーリング・オフのルールを定める。

事業者による商品、サービスの内容や取引条件に関する広告等を巡る不当表示や

過大な景品類の提供を規制する。

金融商品の取引業者が投資性の高い金融商品を販売、加入する際のルールを定め、

違反は行政処分の対象となる。

割賦販売等のいわゆる消費者信用に関する取引秩序の維持、消費者の保護を目的

として制定された法律で、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんの取引形態

について規制する。

個人情報を取り扱う事業者に対し個人情報の利用目的の特定、取得時に利用目的の

通知等を義務付け、目的外の利用を禁止し、顧客名簿等の取扱に注意が必要となる。

5 参 考 ： 関 連 法 規
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　太陽光発電協会では、販売従事者が「太陽光発電協会販売規準」に従って販売したことを、お客様自身に

確認していただくための「契約時の確認書」を作成しました。法令に遵守した販売活動、及び不測のトラブル

を避けるためにも利用することをお勧めします。書式フォーマットはワード、及びPDFにて提供しています。

添付 契 約 時 の 確 認 書
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